
議案第 ２３ 号 

令和８年度 市川三郷町一般会計予算 

 
令和８年度市川三郷町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 
 （歳入歳出予算） 
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ９，９０４，７３１ 千円と定める。 
 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第 1 表 歳入歳出予算｣による。 
 
（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度
額は、｢第２表 債務負担行為｣ による。 

 
（地 方 債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方
法は、｢第３表 地方債｣ による。 

 
（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、５００，０００千円と定める。 
 
 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり 

と定める。 

 
（１）  各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間 
の流用。 
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事　　　　　項

公用車再リース
千円

公用車再リース
千円

事務機器再リース
千円

令和9年度 788

第　２　表  　　　　債 務 負 担 行 為

期　　　　　間 限　　度　　額

令和9年度から令和10年度まで 5,643

令和9年度 13
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起 債 の 目 的

民 生 債 41,800
普通貸借又
は証券発行

千円

限 度 額

第 3 表 地　　　方　　　債

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは借換する

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には

年利 5.0% 以内

ことができる。

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により、

借 換 債 469,800 同　　上 同　　　上 同　　　　　　上

合　　　　計 818,900

同　　　上 同　　　　　　上農 林 水 産 業 債 70,200 同　　上

教 育 債 87,700 同　　上 同　　　上 同　　　　　　上

土 木 債 149,400 同　　上 同　　　上 同　　　　　　上
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